
給与基礎日額の1,000日分
から、すでに支給された遺
族（補償）年金等の合計額
を差し引いた金額

－

算定基礎日額の1,000日分
から、すでに支給された遺
族特別年金の合計額を差し
引いた金額

遺族（補償）一時金 遺族特別支給金 遺族特別一時金

　遺族（補償）一時金は、遺族（補償）年金の場合と同様に、被災労働者が亡くなった日の翌日
から5年を経過すると、時効により請求権が消滅しますのでご注意ください。

②遺族（補償）年金の受給権者が最後順位者まですべてが失権したとき、受給
権者であったご遺族の全員に対して支払われた年金の額および遺族（補償）
年金前払一時金の額の合計額が給付基礎日額の1,000日分に満たない場合

　前期⑴の②の場合は、⑵の受給権者に下表の額が支給されます。

請求書記入例


